
4月から健康保険が変わります
前号でお知らせしました昨年10月からの医療保険の改正に引続き

すので、今回の改正の主なポイントをご紹介します。
平成19年4月にも改正が行われま

なお、平成20年4月には新たな高齢者医療制度の創設を含む、医療保険制虔の改正が予定されています。

出産手当金と傷病手当金の支給額がポー
傷病手当金の支給範囲も見直されます。

●出産手当金の見直し

ナスの負担を含めた水準に見直されます。また、出産手当金と

●傷病手当金の見直し

被保険者が、業務外の病気やケガのため就業できず、連続して4日以上休業し無給であった場合に傷病手当金
が支給されます。

支給 期 問は 、支給 開 始 日か ら 一年 6 カ 月間 です が、受 給 する ため にはA 社 およ び 医師雲
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■ L誘J竃E ≡ 1E喜■■■■　 標準報 酬 日額の6 0 ％ 標準 報 酬 日額の 3 分 の2

健康保険料は、報酬に応じて計算されますが、 各個人の報酬は絶えず変動

等の証明が必要です。
任意継続被保険者について
、平成19年4月から、出産
当会および傷病手当金の支
が廃止されます。

します。そこで、基準となる
額を段階的に定め（別表等級表）、その範囲に該当する方臥その基準顔が1カ月あたりの報酬額（標準報
酬月額）とみなされます0この標準報酬月額に基づいて、保険料が計算されます。この標準報酬が見直さ
れ上限と下限が変わります。

標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割り10円単位で四捨五入した額のことで、出産手当金や傷病手
当金の計算基礎になります。

また、賞与にかかる健康保険料を計算するときの上限設定等わ哩わります。

●標準報酬月額の上限と下限が拡大されます
改正 前 平成 1 9 年 4 月か ら

赴 計3 9 等級 計 4 7 等級
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関 9 8 ，0 0 0 円 5 8 ．0 0 0 円

●標準賞与額の上限が見直されます

賞与にかかる保険料を計算するときの上限設定が、
1回ごとから年間（4月から翌年3月）の設定になり
ます。
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● 平 成 1 9 年 4 月 か ら の 標 準 報 酬 等 級 表

　 標 準 報 酬 等 腋

1 9 年 4 月 か ら　 改 正 前

標 準 報 酬 月 額 標 準 報 酬 日 額
報 酬 月 額

（円　 以 上 ）　　 ～　 （円　 未 満 ）
山

2

5 8 ，0 0 0

6 8 0 0 0

1 ．9 3 0

2 2 7 0
　　　 ～　　 6 3 ，0 0 0

6 3 0 0 0
3 7 8 ，0 0 0 2 6 0 0

　　　　　　 7 3 】0 0 0

ワ 3 0 0 0　 ′、一4

5 口

8 8 ，0 0 0

9 8 ，0 0 0

乙 9 3 0

3 2 ワ 0

　　　 8 3 ．0 0 0

8 3 ，D O O　 ～　 9 3 ．0 0 0

9 3 0 0 0　 一〉6 2 1 0 4 ．0 0 0 3 ．4 7 0 　　　　 1 0 1 ，0 0 0

1 0 1 0 0 0　 ～ 1 0 7 0 0 07

8

3

4

‖ 0 ．0 0 0

1 1 8 ，0 0 0

3 ，6 7 0

3 9 3 D

10 ワ，0 0 0　 ～　 1 1 4 ．0 0 0

1 1 4 0 0 0　 一〉
9 5 1 2 6 ，0 0 0 4 ，2 0 0 　　　　 1 2 2 ．0 0 0

12 2 0 0 0　 ～　 1 3 0 0 0 0：こ＝二：：＝ここ＝　　 3 9

3 5 7 9 0 ．0 0 0 2 6 3 3 0 7 ワ 0 0 0 0　　　　 一〉
4 0 3 6 8 3 0 0 0 0 2 7 6 ワ 0 　　　　　 8 1 0 ，0 0 0

8 1 0 0 0 04 1

4 2

3 ワ

3 8

8 8 0 ，0 0 0

9 3 0 0 0 0

2 9 ，3 3 0

3 1 0 0 0

　　 ～　 8 5 5 ，0 0 0

8 5 5 ．0 0 0　 ～　 9 0 5 ．0 0 0

9 0 5 0 0 04 3 3 9 9 8 0 0 0 0 3 2 6 ？ 0
　　　 ～　 9 5 5 ，0 0 0

9 5 5 0 0 04 4

4 5

1 ．0 3 0 ．0 0 0

1 0 9 0 0 0 0

3 4 ，3 3 0

3 6 3 3 D

　　 ～ 1 ，0 0 5 ，0 0 0

■● ●●　　 ● ■●●

1 0 5 5 0 0 04 6 1 ，1 5 0 ，0 0 0 3 8 3 3 0 　　　　 1 ，1 1 5 ，0 0 0

1 1 1 5 0 0 0　 ～ 14 7 1 ，2 1 0 ，0 0 0　　　　　　 4 0 ．3 3 0 　　　　　 ．1 1 ワ．5 0 0

1 ．1 1 ワ，5 0 0　 ～


